第9回IAF総会

国立オリンピック記念青少年総合センター

2004年9月8日 – 12日

総会議事録

総会5日目

2004年9月12日（日）

0.

点呼
事務総長が点呼を行った。次のIAF会員の代表者若しくは代理人が出席した。
1) アルゼンチン


2) オーストラリア


3) ベルギー


4) ブラジル


5) ブルガリア


6) チリ


7) チェコ
欠席
8) ROC台湾


9) フィンランド


10) フランス


11) ドイツ


12) 英国
 

13) 香港


14) アイルランド
15) インドネシア


16) イタリー

 

17) 日本
18) ルクセンブルグ


19) マカオ



20) マレーシア


21) メキシコ


22) モナコ


23) オランダ


24) ニュージーランド


25) ノールウェー


26) パラグアイ


27) フィリピン


28) ポーランド


29) ポルトガル


30) シンガポール


31) スロバキア


32) スウェーデン



33) スイス



34) タイ



オブザーバー
25) レバノン


26) ルクセンスタイン
27) ロシア
28) USA米国
29) セルビア　モンテネグロ
30) トルコ
欠席
31) パナマ
32) ドイツ
0. 1

その他の項目
0.1.1.

理事長が総会を開会し、田村師範（高等評議員）が発言する事の許可を求めた。彼はIAF創立とその経緯、及びGAISFの会員に関して短い説明をした。IAFは合気道の普及と促進のために設立されたと指摘した。GAISFは元来試合形式を取る武道に門戸を開放しているが合気道に限って特例を認め、会員権を認めるとのことでIAFは会員になる事を選んだ。
公用語の投票に関して、単に会員間で多く話されている言語をIAF公用語にする事は無理があると彼は続けて説明した。
0.1.2. 

理事長は田村師範の発言を謝し、議題に戻った。
0.1.3

理事長は議題に戻り、改定規約は既に実施されているため、それに基づき、進むと述べた。
15.
会員の入会、停止、追放、放棄。
15.1.

新会員の入会
立候補者との約束の元、その案件は前倒しされたと理事長は述べた。
15.1.2.

新規約に従えば、会員権の効力は翌年の1月から有効と付け加えた。
15.1.3.

立候補者は会員要請事由を求められた。
15.1.4. 

理事長はエーブラムズ氏、アメリカ代表者に発言の場を与えた。エーブラムス氏が説明し出した時、USAFは単に会員としての復帰を図りたいのだと山田義光氏が言及した。 

15.1.5.

レバノン代表者は会員として名誉を自覚し、IAFの民主的構造と組織に敬意を表した。国立オリンピック委員会の一員である事は取りも直さず、彼等が民主的組織である。
15.1.6.

ルクセンスタイン代表者は今年本部に認証された経緯とヨーロッパ関係事情の概要を説明した。
15.1.7.

2002年本部認証を得たロシアは概略を簡潔に述べ：20箇所の地域内に100以上の道場を擁し、門戸は全ての合気会に開放された組織である。ロシアオリンピック委員会とは良好な関係にある。
15.1.8.

理事長はオブザーバーに投票時には席を外す様、求めた。
15.1.9.

ルクセンスタインは国外に道場を持つとベルギー代表者が指摘した。従って、ルクセンスタインはIAFの会員になれないと言った。
15.1.10.

ルクセンスタインの道場は国外にはある実情に於いて、政治的、地域的見地から致し方無い事だとスイス代表者が主張した。
15.1.11.

次回総会に備え、役員会が実施委員会を設置し、対処する様ベルギー代表者が提案した。
15.1.12.

ルクセンスタインの様な極小地域には特別なステータスを考慮すべきだとポルトガル代表者が指摘した。
15.1.13.

ルクセンスタインの会員権に関して投票を見合わせる事を理事長は提案し、受理された。
15.1.14

新会員に対する投票が実施された。
15.1.14.1.
アメリカは、USAF会員として承認された。
15.1.14.2.
レバニーズ合気道連盟はレバノン代表として承認された。
15.1.14.3.
ロシア合気会合気道連盟はロシア代表として承認された。
15.1.15.

ルクセンスタイン代表者は総会参加を許された。
15.1.15.1.
ルクセンスタイン連盟はルクセンスタイン外に道場があるという情報があったと理事長はルクセンスタイン代表者に説明した。 

15.1.15.2.
ルクセンスタイン代表者は大いに落胆し、他に救済の道は有るかどうかと問うた。
15.1.16.

セルビア・モンテネグロの件が総会に提議された。IAF会員要請を出している組織は既に本部に承認され、本国に於いては2つの省庁で承認されていると事務総長が説明した。しかしながら、本部未承認且つIAF会員未申請の別箇の組織が存在するが本国スポーツ省は武道組織として認められている。
15.1.16.1.
理事長は状況が明確であるとし、IAFは会員としての再確認することを提案した。
15.1.16.2.
既に国が自滅の為、会員再確認は不可能であるとドラフト氏（事務総長補佐）とポーランド代表者のポミアノウスキ氏 は指摘した。連盟を新会員として受け入れる提案をした。提案は投票に掛けられ、セルビア・モンテネグロ合気道連盟は投票の結果満場一致で会員となった。
15.2.

会員の資格停止
15.2.1.

スペイン、ギリシャ、韓国の会員資格停止を検討した。
15.2.2.

説明があった。スペインの場合、IAFは毎年請求書を送っているにも拘らず、支払い不履行である。最近、請求書が届いてないとの応答あり。
15.2.3. 

総会はスペインの会員資格停止を可決した。
15. 3.

会員の除名
15.3.1.

ギリシャに関して、事務総長はギリシャ連盟と数年間、連絡を試みたが成果は得られなかった。
15.3.2.

IAFからのギリシャ除名を理事長は提案した。提案は満場一致で受理された。
15.3.3.

韓国に関しては、韓国は26年間に渡る未納を事務総長が説明した。
15.3.4.

IAFからの韓国除名を理事長は提案し、満場一致で受理された。
15.4.

会員権の放棄
15.4.1.

カナダに関して、カナダはIAF会員権放棄を理事長は総会に伝え、IAFはカナダの意向を受け入れた。
16.

次回総会の場所と日程。
16.1.
 
理事長は次回2006年役員会実施申し出国を募った。 日本とフランスが名乗り出た。 

16.1.1.

点呼が行われ、結果としてフランスは12票、日本9票。棄権12票の結果を得る。
16.1.2.

役員会はフランスでの実施が確定した。
16.2.

規約上、奉公者が無い場合、総会は日本開催が定められている事を理事長は指摘し、10回目総会は日本実施を確認した。
17. 

役員の選任
17.1.

IAF役員の選任を実施するため、特別議長としてファーゲルルント氏（スウェーデン）を選任することをIAF理事長が提案し、受理された。
17.1.1.

特別議長は選任を挙手による採決を提案、その役割に複数の候補者が居た場合には秘密投票が行われる。
17.1.2.

特別議長は候補者リストを配布した。委員は不選任者名を抹消する事を提案した。さらに、追加会員の場合、会員は最低４名の候補者を確保するようにと彼は指摘した。万が一4名以上の記載がある場合はその投票は無効とする。
17.1.4.

特別議長は候補者達に投票が行われている間、総会より隔絶される事を提案した。
17.1.5.

明白な結果を必要とする事を彼は指摘し、候補者は33票の内17票を必要とした。
17.1.6.

深草師範（第一副理事長）が間違いを指摘した。間違いとは副理事長候補はではなく、役員委員としての候補である。
17.1.7.

候補者は特別な役割に選ばれてなかった場合、その候補者は役員会の役員に候補することが出来ると特別議長が言及。しかし、特別な役割として推薦された場合、役員委員としての資格は認められない。
17.1.8.

ノールウェー代表者は全員の候補者は提出日の締切りを守ったかと問い、ファーゲルルント氏はこれを確認した。
17.1.9.

候補者の総会離脱は代表者の出席を欠く事になるが、それは如何なものであろうかとノールウェー代表者は問いかけた。
17.1.10.

特別議長は候補者が総会に戻ることを提案した。
17.1.11.

提案の検討はさらに続いた。
17.2.

理事長の選任が行われた。満場一致でゴールズベリ氏に決定。
17.2.1.

副理事長と事務総長の選出が始まった。
17.2.2.

副理事長の選任は明白な結果を得られなかったので２回目の投票が行われ、候補者としてスマイバート氏と深草師範の二人。
17.3.

事務総長選任は染宮氏の28票がドラフト氏の4票を大きく上回り、染宮氏が事務総長として選任された。
17.4.

事務総長補佐としてシマスエ氏 は立候補から身を引き、ドラフト氏が事務総長補佐に選任された。
17.5.

石原氏が財務総長として選ばれた。
17.6.

副理事長の選挙に問題が発生し、やり直しが行われた。
17.7.

スマイバート氏がIAF副理事長として、深草師範の15票に対し、16票得て選任された。
17.8.

引き続き議事が滞りなく進められた。
17.8.1.

討論の末、最多数票を得たものが選任される事となる。
17.8.2.

深草師範は23票；ステヌッド氏は21票；西田氏は18票を勝ち取った。
17.8.3.

ハニフ氏が得た票は数を充たすものではなかったが時間切れの為、役員会の役員として認められた。
17.9.

再度IAF 理事長は司会を交代し、従来の形に戻る。
18.
会計監査報告書、残高貸借対照表とアカウントの承認,

2005-2008年度予算の承認, 年会費の決議, 監査委員会の選任
18.1. 

会計監査報告書
18.1.1

会計監査報告書の配布を理事長が確認した。新しい規約では報告書は承認の必要なしと理事長が説明した。しかし、会計監査報告書の確認を総会に申し出、確認された。
18.2.

残高貸借対照表とアカウントの承認
18.2.1.

補足予算、アカウントとバランス･シートは承認された。
18.3. 

2005-2008年度予算案の承認
18.3.1.

承認を得るため、理事長は2005 – 2008年度予算案を提出した。
18.3.2.

磯山師範は発言許可を求めた。わずか、US$900をワールド･ゲームズに用意されていると指摘。既に予算は厳しい情況にあるが、これより大きな援助が必要になると彼は主張した。
18.3.3. 

予算案が投票にかけられる前に、新たに選出された石原財務総長は次の提案を行った。



昨日IAF規約が改訂されたため、10月1日から9月30日までという従来の会計年度が1月1日から12月31日までとなりました。しかし、これにあわせて予算を作り直すには時間がありません。そこで、次のようにしたいと思います。（a）2004年10月1日から2005年9月30日までの予算を2005年1月1日から12月31日にあてはめる。
以下同様に2008年までシフトして当てはめる。（b）2004年10月1日から12月31日までの３ヶ月は、ほとんど支出がない時期なので、特に予算は作らない。もし支出があった場合は次の総会に補正予算を提出する。（c） 会費は、2005年1月1日から2005年12月31日の会費を2005年度会費として徴収する。（d）その結果、2003年度は2003年10月1日から2004年９月30日まで、2005年度は2005年1月1日から2005年12月31日までとなり、2004年度が存在しなくなります。このため問題が生じる可能性があるので、2005年度の請求書、領収書にはその旨を注記することで解決したいと思う。皆様には以上の4点を考慮に入れた上で予算案を審議して戴きたい。

18.3.4.

2004-2008年度予算案計画は受理された。
18.4

年会費の決議
18.4.1.

年会費の保持を財務総長が提案。
18.4.2.

提案は受理された。
18.5.

会計監査委員会の選任
18.5.1

次回総会までに規約改定は会計監査を必要とする旨を理事長が指摘した。
18.5.2

時間を節約するために総会に現役の会計士を監査委員会として選任する事を理事長は願い出た。
18.5.3

次年度の現役会計監査員は次の通りである：ファーゲルルント氏(スウェーデン)、ホルヘ・ロホ氏（チリ）山田喜美子（マレーシア）。
19. 

その他の事項
19.1.

暴力、セクハラ、HIVに関する議題は次回総会へ持ち越すとなった。
19.1.1.

討議の集積を次期役員会会議までに整えるよう理事長が委員に委嘱した。
19.2.

会員費格差の調整に関する提案が出された。提案者のポミャノフスキー氏 （ポーランド）がこの提案は国連やIOCに倣ったものである事を言い足した。 

19.2.1.

研究する余地が無かった為、次期の役員会に先送りすることを理事長は提案した。提案は受理された。
20.

IAF理事長閉会の辞
20.1.

参加会員の協力にIAF理事長が感謝を述べ、植芝守央道主に第9回IAF大会の公式閉会を依頼した。
21

IAF会長による第９回IAF大会の公式閉会
20. 1

代表者達の前向きな会議進行に対し、合気道道主御礼を述べた。役員会と意欲的な会員に感謝の気持ちを表した。道主は総会終了を13:00に宣言した。
第9回IAF総会議事録の付録
総会直後に開かれた閉会パーティでは、米持氏はIAF会長が選任した方々を発表した：
IAF高等評議員
会長：

多田　宏　師範
会員：

田村　信喜　師範


山田　喜光　師範


磯山　博　師範
浅井　勝昭　師範
ギ　ボンフォン氏
ジョルジオ　ヴェネリ
IAF専門委員
会員：

菅沼　守人　師範


ケネス　コティア　師範
